
建設業は現在、労働時間が長く、休日数が少ないことが課題となっています。労働者の健

康確保やワークライフバランスの改善、また将来の担い手を確保するためにも休日数を増
やし、より働きやすい職場環境づくりを行っていくことが必要です。
今後、建設現場における「週休２日」を確保していくに当たり、受注者の休暇促進と担い手
確保の後押しのため、また、現場における現状の課題や問題点を把握するため、週休２日
設定工事の試行を実施します。

１．目 的

本試行工事における「週休２日」とは、工期内において、土日・祝日に関わらず、週休２日

（４週８休）以上の現場閉所を行うことを言います。（年末年始６日間及び夏季休暇３日間は
現場閉所日から除く）
※ただし、「週休２日の確保」の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指
すものであることから、週休２日の実施にあたっては、その趣旨に沿うよう努めるものとしてく
ださい。

２．週休２日とは

・入札告示別表及び特記仕様書に「週休２日設定工事」の対象であることを明記しています。
・週休２日の実施については、契約後、受注者が選択することとなります。（受注者希望方式）

３．対象工事

・入札告示別表および特記仕様書にて「週休２日設定工事」であることを明記します。

公 告 段 階

・受注者は「週休２日」の取組意思等を施工協議簿にて工事監督員へ提出してください。
・計画工程表（任意様式）を施工計画書に添付し、施工協議簿とともに工事監督員へ提
出してください。

契 約 後

・週休２日の実施状況は受注者への聞き取り又は工事月報等により確認します。

工事施工段階

・工事監督員は、工事月報等により休日の取得状況を確認し、工事成績評定において
加点評価を行います。
・アンケート調査を依頼しますので、ご協力をお願いします。

完 成 後

【補正係数】

※営繕工事については、４週８休達成時のみ経費補正を行います。

４週８休

労務費 1.05

※発注時の予定価格には週休２日の補正分は含まれておりません（工期は４週８休の設定
です）。
※入札金額の積算にあたっては、４週８休の補正分を含めずに算出してください。

※受注者が週休２日の施工を希望し、４週８休以上を達成できた場合は、現場閉所の状況
に応じ、設計変更により工事費を増額補正します（営繕工事は労務費のみが対象です）。

※週休２日の履行が確認できた場合は、工事成績評定において評価します（１点を加点）。

４．経費の設定と補正、成績評定



営繕工事における週休２日経費補正対象を４週８休以上のみとする。
令和６年４月１日以降に入札を行う工事に適用する。

営繕工事

令和６年３月３１日まで

労務費

4週6休 1.01

4週7休 1.03

4週8休 1.05

令和６年４月１日以降

4週6休 補正なし

4週7休 補正なし

4週8休 1.05


